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１．本計画の背景と目的 
京都市の公共交通網は，都市内移動については，各種鉄道網が整備され，周

辺部を含む市内一円においてはバス路線網が整備されている。しかしながら，各

公共交通間の乗継情報の提供や交通結節点での相互連携の不足等から公共交

通利用者が減少している一方で，自動車利用者の増加による渋滞や温室効果ガ

スの排出は京都の魅力を損なう原因の一つとなっている。 

こうした状況の中，京都市では，平成２０年夏に，公共交通優先の歩いて楽しい

まちの実現を目指して，健康，環境，公共交通，子育て・教育，コミュニティ，景観，

観光，経済などの幅広い観点から，交通政策のマスタープランである『「歩くまち・

京都」総合交通戦略』の策定に着手した。また，京都議定書誕生の地として先進

的な地球温暖化対策を進めてきた京都市は，世界の先例となる「低炭素社会」へ

の転換を進め，国際社会を先導していくことを目指した「環境モデル都市」に平成

２１年１月２３日，国から認定された。「カーボン・ゼロ」都市に挑むという基本姿勢を

明確にした「環境モデル都市」において，『人が主役の道づくり，まちづくりを目指

す「歩くまち・京都」戦略』は，シンボルプロジェクトに位置づけられている。 

『「歩くまち・京都」総合交通戦略』では，市民ぐるみで実施する大胆なマイカー

抑制策や公共交通利用促進策として，コミュニケーションを用いながら過度なクル

マ利用から公共交通とクルマを適度に使い分ける交通行動の変革を促すモビリ 

ティ・マネジメント（以下，「ＭＭ」と称する）施策に取り組んでいく。また，「京都市環

境モデル都市行動計画（素案）」においても，大胆なマイカー抑制を市民の皆様

や観光客の方とともに進めていくためのライフスタイルの転換に向けた「モビリティ・

マネジメント施策」の拡大・継続が掲げられている。 

このため，本計画は，「公共交通に乗って，たくさんの人たちがまちに集まり，賑

わいを生み出す持続可能な都市」であり続けるため，健康，環境，公共交通，子

育て・教育，コミュニティ，景観，観光，経済など幅広い視点に立った「人が主役の

魅力あるまちづくり」を推進し，「歩くまち・京都」を実現することを目的として策定す

るものである。具体的には，市民の皆様や観光客の方が公共交通優先のライフス

タイルに自発的に転換できるよう，モビリティ・マネジメントの実施・継続を，『「歩く

まち・京都」総合交通戦略』に掲示する全ての施策と有機的に連携することによっ

て，相乗効果を創出しながら最大限の実施効果を発揮することを目指す。 
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２．京都市における道路交通と公共交通の現状と課題 

（１）道路交通の現状と課題 

ア  主要渋滞箇所での慢性的な渋滞 

京都市における主要渋滞箇所は36箇所ある。特に，国道9号千代原口交差点

付近等の渋滞では円滑な交通が阻害されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都府第三次主要渋滞ポイント 

資料：平成19年交通官制センターの運用状況 

 図-1 京都市における主要渋滞箇所 

    

 写真-1 千代原口の渋滞状況 

国道９号・千代原口
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イ  観光シーズンのマイカーの集中 

京都市への年間入洛観光客数4,995万人（平成19年）のうち，乗用車利用によ

る観光客数は年間1,434万人，月平均119万人であり，特に観光シーズンの11月

には177万人に達する。 

平成18年度に，国や周辺市とともに，京都市が秋の観光シーズンのピーク時で

ある11月に取り組んだ観光地交通対策の期間中に観光客を対象に実施したアン

ケート調査（京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る観光客の

動向調査）によると，自動車利用の観光客のうち８割以上がパークアンドライドを認

知しておらず，パークアンドライド利用者は２％に留まっている。一方で，パークア

ンドライドを認知していない自動車利用者の３割は「知っていればたぶん利用し

た」と回答しており，パークアンドライドの利用の潜在的需要は大きく，利用拡大に

向け，広報・ＰＲの更なる強化が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 乗用車（個人）利用による観光客数 写真-2 観光シーズンのマイカー集中の様子 

 資料：平成19年度観光調査年報 （東大路通（東山五条）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 自動車利用者のP&Rの利用状況 図-4 P&Rを知らなかった自動車利用者のP&R利用意向 

資料：平成18年度京都を中心とした歴史都市の総合的魅力向上調査に係る観光客の動向調査報告書 

（国土交通省近畿地方整備局，大津市，宇治市，京都市） 

68

142

104

135

119

147

177

8680 99

144
134

0

40

80

120

160

200

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平均　119

わからない

27%

たぶん
利用しなかった

38%

たぶん利用した
35%

利用した

2%

知らなかった

82%

知っていたが、

利用しなかった
16%



 4

ウ  ＣＯ２排出量削減のための利用抑制 

わが国においては運輸部門のＣＯ２排出量は，基準年の平成2年（1990年）に

対して約17％増加しているにも関わらず，京都市では約9.5%の減少となっている。 

運輸部門の二酸化炭素排出量の約9 割を占める自動車（原動機付自転車を

含む）の保有台数は，全国では約30％増加しているが，京都市では1997（平成9）

年の約84万台をピークにここ近年は横ばい傾向となっている（平成20年度地球温

暖化対策に関わる年次報告書）。 

 

表-1 温室効果ガス排出量の京都市と全国の比較 

京都市 (単位：万 t-CO2) 全 国 (単位：百万 t-CO2)  

基準年 2006 年 対基準年 基準年 2006 年 対基準年 

温室効果ガス総排出量 ８２３ ７７３ ▲ 6.1％ １，２６１ １，３４０ ＋ 6.3％ 

二酸化炭素 ７７６ ７４５ ▲ 4.0％ １，１４４ １，２７４ ＋11.3％ 

産業部門 
２０８ 

(26.8％) 
１２６

(17.0％) ▲39.4％ ４８２
(42.1％)

４６０ 
(35.7％) ▲ 4.6％ 

運輸部門 
２０１ 

(25.9％) 
１８２

(24.4％) ▲ 9.5％ ２１７
(19.0％)

２５４ 
(19.9％) ＋16.7％ 

民生・業務部門 
１６８ 

(21.6％) 
１９７

(26.5％) ＋17.3％ １６４
(14.3％)

２２９ 
(18.3％) ＋39.5％ 

民生・家庭部門 
１７４ 

(22.4％) 
２１２

(28.4％) ＋21.8％ １２７
(11.1％)

１６６ 
(13.0％) ＋30.0％ 

 

廃棄物部門及び 
ｴﾈﾙｷﾞｰ転換部門 

２５．９ 
( 3.3％) 

２８．０
( 3.7％) ＋ 3.7％ １５３

(13.4％)
１６５ 

(13.1％) ＋ 7.8％ 

その他の 
温室効果ガス ４７．３ ２７．７ ▲41.4％ １１７ ６６ ▲43.3％ 

 
資料：京都市環境モデル都市行動計画（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 自動車（原動機付自転車含む）保有台数の推移 

資料：平成20年度地球温暖化対策に関わる年次報告書 
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京都市内の自動車交通量は約260万トリップ/日であり，目的別にみると，業務

（営業車など白ナンバー車）と営業用（バス・タクシー等の緑ナンバー車）で約半数

を占めており，次いで自由目的（「観光」，「買い物など」），出勤目的の順に多くな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 目的別自動車交通量 資料：平成17年道路交通センサス 
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（２）公共交通の現状と課題 

ア  鉄道・バスの整備状況 

京都市内には８つの鉄道が運行しており，地下鉄は京都市内の移動における

基幹交通として機能している。鉄道ネットワーク全体としての利便性向上のために

は，事業者間の更なる連携強化が重要である。 

地下鉄については，昭和56年の烏丸線開業（京都～北大路間）を皮切りに，順

次路線を延長し，現在，国際会館駅から竹田駅まで運行している。東西線につい

ては，平成9年に醍醐～二条間，平成16年に六地蔵～醍醐間，そして平成20年 

1月に二条～太秦天神川間が開業しており，地下鉄全線での利用客数は１日当た

り約30万人を超えている。また，烏丸線では近鉄京都線と，東西線では京阪京津

線と相互乗り入れを実施しており，東西線延伸に伴う太秦天神川駅では交通結節

機能の強化（嵐電天神川駅の新設）も図られている。他の鉄道事業においては， 

ＪＲ京都線桂川新駅や阪急京都線洛西口新駅の開業など，公共交通の利便性向

上が図られている。1日当たりの鉄道事業の利用客数はJR京都線が約180万人，

京阪本線と阪急京都線が約70万人，近鉄京都線が約30万人となっている。 

バス交通の現状としては，市バス及び9社の民営バス，更に平成16年より地域

住民の主体的な取組により「醍醐コミュニティバス」が運行している。 

このように市内の公共交通機関としての鉄道，バスの整備状況は他の大都市と

比較して，大きな遜色はないものの，利用者の視点からは，他事業者間のダイヤ

調整や乗継ぎの際の運賃抵抗などが存在しているため，これら事業者間の更なる

連携が重要と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 京都市内における鉄道ネットワーク
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資料：都市交通年報 

図-8 鉄道利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 京都市内における乗合バスの主な運行イメージ 
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イ  利用者の減少傾向 

京都市内の交通手段分担率は，マイカー利用が増加傾向にある一方で，公共

交通については，地下鉄整備等により鉄道利用者は増加しているものの，バス利

用者は減少傾向にあり，公共交通全体としては減少している。 

特に，都心部においては，公共交通の乗り場の分かりにくさの改善や定時性及

び乗継ぎ利便性の確保等が重要となっている。 

 

 

※構成比については， 単位未満を四捨五入しているため，総数と内訳の合計が必ずしも一致しない。  

資料：平成12年 第４回京阪神都市圏パーソントリップ調査 

図-10 京都市における代表交通手段の構成比の推移 
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ウ  まちの賑わいの支援 

歩行者交通の現状としては，特に休日の四条通，河原町通といった都心部の

繁華街では，両側合わせて約7m幅の歩道に約7，000人が行き交うものの，幅員

15mの車道に2，200人を運ぶ自動車が走行するというアンバランスな状況となって

いる。一方，マイカー抑制と歩行者，公共交通を優先している海外のまちづくり事

例では，多くの人が徒歩や公共交通でまちに集まることにより，まちの賑わいが生

み出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 四条通（四条高倉付近）における混雑の様子 

 

 

 

 

 

 

写真-4 マイカー抑制と公共交通優先によるヨーロッパのまちの賑わいの様子 

 

 

（京都市の取組） 

 京都市では，平成１８年から京都の魅力と活力が凝縮した歴史的都心地区

（四条通，河原町通，御池通，烏丸通に囲まれた地区）において，歩行者と公共

交通を優先した魅力あるまちづくりを目指す「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進

している。 

ドイツ・ミュンヘン フランス・グルノーブルアメリカ・ポートランド 
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（これまでの主な取組） 

・平成１８年５月 

  地元住民・商業者の皆様をはじめ学識経験者，国，交通管理者，交通事業

者等の関係機関から成る「歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会」を設立 

・平成１９年１０月 

   快適な歩行空間の確保とマイカーから公共交通への転換を図るため，四

条通で歩道拡幅と路線バス・タクシー専用化や細街路の通過交通の抑制，放置

自転車対策等を柱とした社会実験を実施 

・平成２０年３月～ 

   通り別（四条通，河原町通，三条・細街路）及び物流に係るワーキンググル

ープを設置し，地域並びに業種の特性に基づいた交通施策を議論 

・平成２０年１２月～ 

   社会実験等の課題についての具体的方策を検証するため，自転車対策と

して都心部４ヵ所に「まちかど駐輪場」の開設を，自動車流入抑制策として道路案

内標識の変更を，歩いて楽しい賑わい創出に係る施策として情報誌「京(まち)なか

歩(ぶっ)く」の発行を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 歴史的都心地区の現況図  写真-5 四条通における「歩いて楽しいまちなか戦略」 

社会実験の様子（平成19年10月） 
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エ  案内情報や乗継利便性向上の必要性 

「京都市内のバス路線の利用実態とお客様ニーズ」をテーマとした平成19年度

市政総合アンケートの結果によると，「バスのサービスのどこが充実すれば，バスを

もっと利用されますか。」という質問に対し，「時間通りの運行の確保」，「運行頻度

の確保」，「安全・丁寧な運転の遂行」，「乗換なしに目的地まで行ける系統」，「低

廉な運賃の維持」といったニーズが高いことが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 バス利用増加のために必要なサービス 

資料：平成19年度市政総合アンケート調査結果「京都市内のバス路線の利用実態とお客様ニーズ」 
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その他
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３．交通まちづくり政策の目指す方向性 

（１）市民生活と交通施策の連携 

京都のまちは，先人たちが，山紫水明の豊かな自然を日々の暮らしに巧みに取

り入れていることによって1200年を超える悠久の歴史を積み重ねてきた。京都市

は，こうして受け継がれ磨き上げられてきた伝統・文化が，今も生き続ける世界でも

稀有の歴史都市であるとともに，人口約147万人を擁する大都市であり，また，年

間約5,000万人の観光客が訪れる国際文化観光都市である。 

しかし，数多くある現代都市の例にもれず，大量生産，大量消費，大量廃棄型

の社会システムが，市民の生活スタイルを変容させ，さらに都心部や観光地での

マイカーによる交通渋滞が市民生活やまちの魅力に影響を及ぼしている。 

「歩くまち・京都」の実現には，市民の皆様や観光客の方が公共交通優先のライ

フスタイルに自発的に転換できるよう，交通だけでなく，環境，健康，経済，コミュ

ニティなど幅広く他分野と継続的に連携しながら取り組む必要がある。 

「歩くまち・京都」総合交通戦略策定審議会において実施した，平成20年度「歩

くまち・京都 市民意識調査」の結果によると，大多数の市民は，「京都の歴史と伝

統を守るべきである」と非常に強く考えており，京都の歴史と伝統，そして健康や

環境のためにも，「クルマ中心でない（徒歩を中心とした）まちづくりが必要である」

と回答している。さらに多数の市民が自分自身でもクルマ利用を控えていこうと積

極的に考えている様子が分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

質問：伝統的な風景には「クルマ利用」よりも「歩く人々」の方が馴染むか？ 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 歩くまち・京都 市民意識調査結果 

資料：平成20年度「『歩くまち・京都』市民アンケート」調査結果 

 

「歩くまち・京都」が目指すまちの姿とは，まず，悠久の歴史を通じて，守り育ん

できた文化や景観など魅力を，歩いてこそ充分に満喫することができるまちである。

そして，多くの人の集い・賑わいを支え，誰もが歩きたくなる安全・快適な交通環境

が整ったまちである。さらに，暮らしている地域とまちなかや主要な施設が公共交

通サービスで直結され，日々の暮らしの営みが歩くことを中心として果たせるまち

である。また，来訪者にとっても歩くことによって，その魅力を深く享受することがで

きるまちである。 

このような「人」が主役の「歩くまち・京都」を築いていくためには，全ての京都市

民が，先人たちが守り培ってきた京都の魅力をもう一度見つめ直し，「歩くまち・京

都」の理念を共有する必要がある。このため，『「歩くまち・京都」総合交通戦略』で

は，市民がつくる日本初の歩行者優先のまちづくりを目指す「歩行者優先憲章

(Pedestrian Charter)（仮称）」を策定し，これを交通まちづくりの理念として掲げ，

望ましい交通環境を整備する「交通施策」，魅力あるまちづくりを進める「まちづくり

施策」，一人ひとりに「歩く」ライフスタイルを促す「コミュニケーション施策」とを互い

に三位一体となり密接に連携しながら，大胆かつ繊細に個々の施策を戦略的に

推進し，クルマ利用から徒歩や自転車，公共交通を優先する市民意識改革と交

通行動変容を目指している。 

「人」が主役の交通まちづくりの基本姿勢はまちの都市像として現れ，人が闊歩

するまちの姿は歩く魅力を大切にする次世代を育むことにつながり，各施策が相

乗効果を生み，継続的な向上につながる。 

とてもそう感じる
４３％（2,149件）

全くそのように、感じない
２％（97件）

不明・無回答
３％（157件）

少しならば、そう感じる
９％（461件）

そう感じる
４３％（2,130件）

総回答数：4,994件
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（２）実現するための施策 

前述の市民意識調査結果によると，ほぼすべての京都市民は，「クルマ中心で

ないまちづくりが必要である」と回答しており，さらに，多数の市民が自分自身でも

クルマ利用を控えていこうと積極的に考えている。しかしながら，道路交通や公共

交通の利用状況を見ると，実際に過度なクルマ利用を全く行っていないかといえ

ば，そうとも言い切れない。つまり，クルマ利用を控えようという意識と，実際に控え

るという行動の間に乖離が生じている状況である。このように意識と行動の間に乖

離が存在することは珍しいことではなく，普段の生活を振り返ってみれば，むしろ

意識はあるものの行動が伴わない方が頻繁であるとさえ言える。このような意識と

行動の乖離を埋めるためには，市民ひとり一人が，この乖離の存在に気付き，望

ましい状況に近づくためにどのように行動を変えることが必要かを，考えてみる必

要がある。そのためには，市民ひとり一人の意識に直接働きかける徹底的なコミュ

ニケーションを通じて，市民ひとり一人に意識と行動とをふりかえる機会を提供して

いく必要がある。 

また，市民の自発的な行動変容を後押しするＬＲＴ（次世代型路面電車）やロー

ドプライシング（道路課金制度）といった新しい交通システムや制度の導入の具体

化を図るためには，物理的・技術的・資金的な実行可能性（フィジビリティ）の課題

を追求していく必要がある。この点においても，コミュニケーション施策の実行可能

性は極めて高く，直ちに着手できる施策が多く存在する。 

したがって，本計画では，モビリティ・マネジメントに特化した施策についての行

動計画を立案するものである。 

 

（３）施策実施効果の評価指標の検討 

本計画で示すモビリティ・マネジメントの施策項目は，それぞれが独立した単発

の事業ではなく，持続的な一連の取組である。したがって，策定した計画（Plan）に

基づき実施(Do)した施策の実施効果を評価（Check）することにより，実施手法を

見直し(Action)ながら継続していくことが肝要である。また，行政の説明責任（アカ

ウンタビリティ）の観点からも，実施効果を評価することは重要である。 

施策の実施効果を評価する時期（タイミング）としては，次の２点があげられる。 
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▪ 大規模な都市基盤の整備が行われた時（例：鉄道延伸，新駅設置，バ

ス路線の再編等） 

▪ 継続実施を検討するなど次年度以降の取組に大きな影響を及ぼす時 

施策の実施による「歩くまち・京都」の実現状況を評価する指標としては次の３

項目とする。 

なお，『「歩くまち・京都」総合交通戦略』の各施策の実施による相乗効果によっ

て達成される成果の中からモビリティ・マネジメントによる部分を切り分ける事が困

難である場合には，評価の対象とする施策について状況に即して検討するものと

する。 

 

 ① 交通手段分担率 

交通分担率は，交通手段別の移動回数の割合である。 

「歩くまち・京都」の実現を図る最も直接的な指標としては，徒歩・二輪，クルマ，

鉄道・バスの交通手段分担率があげられる。 

『「歩くまち・京都」総合交通戦略』策定審議会では，非自動車（徒歩・自転車・

公共交通）分担率において，現在の72％から80％以上とする数値目標の実現に

向けた取組を検討しているところである。 

 

 ② ＣＯ２排出削減量 

温暖化防止の観点からは，ＣＯ２排出削減量があげられる。環境モデル都市行

動計画（素案）（平成21年1月）では，長期的なＣＯ２排出削減目標として以下の数

値目標を掲げている。 

 

 

 

 

 ③ 費用便益比 

対費用効果を評価する観点からは，費用便益比（B／C）があげられる。これは，

出発地から目的地にいたる所要時間の短縮効果や交通事故の減少，健康増進，

環境負荷軽減などの多様な効果を貨幣換算した社会的便益と，施策を実施する

のに要する費用とを比較する指標である。 

2030年（平成42年度）40％削減（1990年比） 

2050年（平成62年度）60％削減（1990年比） 
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４．コミュニケーションを中心としたＭＭの取組内容 

（１）取組方針 

モビリティ・マネジメントの取組は，「人」が主役の公共交通優先の「歩いて楽し

いまち・京都」の実現に向けて，『「歩くまち・京都」総合交通戦略』策定審議会に

おいて検討されている公共交通のサービス水準向上，歩行空間の充実や自動車

抑制，駐車場施策などの交通まちづくり，さらには「京都市環境モデル都市行動

計画注）」における景観と低炭素が調和したまちづくりとも充分に連携しながら，相

乗効果によって最大限の実施効果を発揮できるように取り組む。 

次ページ以降では，かしこいクルマの使い方を考える交通の移動目的と施策対

象によって，以下の４つに区分して各施策の取組内容を述べる。 

         ○ 市民を対象としたコミュニケーション施策 

         ○ 子ども・学生を対象としたコミュニケーション施策 

         ○ 通勤・職場を対象としたコミュニケーション施策 

         ○ 観光客を対象としたコミュニケーション施策 

 

注）世界の先例となる「低炭素社会」への転換を進めて国際社会を先導していくことを目指した「環境モデ

ル都市」として，京都市が掲げた温室効果ガスの削減目標の達成に向けた行動計画。 
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（２）市民を対象としたコミュニケーション施策 

京都市内に居住する人を対象とし，かしこいクルマの使い方を考えるコミュニ 

ケーション施策を実施する。対象とする行動目的は，主として平日の買物・送迎

や，休日の娯楽・レジャーである。 

施策の展開順位としては，公共交通の利用を促す際に必要となる，鉄道の駅や

バス路線・バス停の位置などの公共交通に関する情報を地図上に記載した京都

市全域のベースマップを作成し，地域に不慣れな転入者を対象とした地域交通情

報の提供を行う。次いで，地域で活動する各種団体などと連携して地域別の公共

交通情報マップを作成する。 

このため，各種団体，NPO（京のアジェンダ21フォーラムや環境市民等），PTA

や人づくり21世紀委員会等と幅広く連携・支援しながら，各地域におけるモビリテ

ィ・マネジメントの推進を図る。 

 

ア  居住者ＭＭ（おでかけマップ作成） 

鉄道の駅やバス路線・バス停の位置などの公共交通に関する情報を地図上に

記載した京都市全域のベースマップを基に，おでかけマップの配布対象に合わ

せた公共交通情報や地域の施設情報，目的地情報等を記載した，地域ごとの交

通マップを作成する。 

平成21年度には，各種団体などと連携し，各種団体の活動範囲に居住する住

民を対象として，公共交通情報と目的地情報が掲載された「公共交通情報マッ

プ」を作成する。 

 

イ  転入者ＭＭ 

転入者を対象に，公共交通の便利な地域での居住を勧めるため，公共交通情

報と「かしこいクルマの使い方」についての動機付け情報を提供する。 

平成21年度には，京都市内で住居を探している者を対象として，市街地部を中

心とした不動産店舗に「公共交通情報マップ」を掲示することで，鉄道駅やバス路

線・バス停の位置，時刻表などの公共交通の情報を提供し，公共交通の利用促

進を図る。 
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ウ  広報媒体・イベント行事を活用した継続的呼びかけＭＭ 

地域情報紙やラジオ等の広報媒体や，公共交通や環境に関する施策の広報

活動，各種イベント活動を活用して，「かしこいクルマの使い方」についての動機

付け情報を提供したり，ＴＦＰ（トラベル・フィードバック・プログラム）への参加を呼

びかける。なお，提供する情報とその方法について行政が情報提供者側と適切に

連携を図り，情報の公平性を担保するよう配慮する。 

また，各施策の効果的な継続・拡大に向けて，望ましい広報のあり方について，

関係者と連携を図りながら推進する。 

 

エ  ウェブサイト構築 

各交通事業者が独自に作成している携帯電話・パソコンのウェブサイト上での

情報を整理し，京都市全域について，公共交通の時刻表や路線などの基本情報

の集約とマップの作成を行い，ウェブサイトで提供する。動機付け情報や，簡単な

ＴＦＰについてもウェブサイト上で提供・実施していく。 

 

オ  広域的かつ個別的なＴＦＰ 

海外で実施された先進事例を参考にしながら，京都市の地域ごとの特性を考慮

した独自性を加えながら，広域的かつ個別的なＴＦＰを実施する。 

 

カ  公共交通利用及びパークアンドライドの啓発・促進 

市民等の買物・レジャー等の自由目的の移動において，ポスターの掲出やリー

フレット等を配布し，公共交通利用とパークアンドライドの広報活動を展開する。 

なお，パークアンドライドの広報活動は，観光客の視点にも配慮するものとする。 

 

キ  交通結節点マネジメント 

交通結節点における適切な乗換え情報の提供を行うなど，他交通機関への移

動の連続性や、人々の移動の楽しみを創出する環境整備について，交通事業者

をはじめとする関係者が連携して利用者の視点に立って改善していく。 
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（３）子ども・学生を対象としたコミュニケーション施策 

京都市内の小学校，中学校，高校及び大学に通学する児童・生徒・学生を対

象とし，かしこいクルマの使い方を考えるコミュニケーション施策を実施する。対象

とする行動目的は，家族とともにクルマを利用する機会のある買物・送迎や娯楽・

レジャーである。また，大学生については，自ら運転する通学時や自由目的のク

ルマ利用も対象となる。 

施策の展開順位としては，小学校などで，かしこいクルマの使い方を考えるため

の情報提供を行い，環境教育の一層の充実を図ることや，学習の成果を児童が

発表する機会を設けるなどして対象の年齢を拡大していく。 

このため，教育委員会等とも連携しながら，モビリティ・マネジメント教育の推進

を図る。 

 

ア  モビリティ・マネジメント教育 

小学校・中学校・高校におけるモビリティ・マネジメント教育の支援を行う。子ども

版の環境家計簿などの環境教育の取組とも連携を図る。 

また，平成21年度には，小学校５年生が学校授業等で活用する環境副読本や，

「かしこいクルマの使い方」を呼びかける情報提供を行うなど，関係者と連携を図り

ながら，モビリティ・マネジメント教育の推進のあり方を考えていく。 

平成22年度には，中学生が学校授業等で活用する副読本において同様の取

組を行う。 

 

イ  児童・生徒による成果発表 

児童・生徒の交通に関する検討結果について，発表機会を設ける。 

 

ウ  大学生ＴＦＰ 

初めて免許を取得する年代であり，自らクルマを運転する機会もある大学生な

どを対象として，コミュニケーション施策を実施する。 

平成21年度には，新成人を対象として，成人の日の記念式典の案内冊子にお

いて自動車の利用抑制及び公共交通の利用促進に関する動機付け記事を掲載

し「かしこいクルマの使い方」を呼びかける。 
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（４）通勤・職場を対象としたコミュニケーション施策 

京都市内に立地する事業所を対象とし，通勤・職場交通におけるかしこいクル

マの使い方を考えるコミュニケーション施策を実施する。 

施策の展開順位としては，平成20年度に全庁“きょうかん”実践運動の取組の

一つとして，京都市役所全職員を対象として，実施した「オール京都市で取り組む

『エコ通勤』」の継続・拡大から着手し，市内の事業所が通勤・職場交通プランを作

成するなど，主体的・持続的な取組として継続していく。 

このため，関係団体と連携しながら，京都市全域において職場ＭＭを推進して

いく。 

 

ア  エコ通勤 

クルマによる通勤から徒歩や自転車，公共交通などを利用した通勤への転換を

図る取組を推進する。 

平成21年度は，平成20年度に京都市が全庁“きょうかん”実践運動の取組の一

つとして，国土交通省と連携しながら，マイカーで通勤する職員を対象として実施

した「オール京都市で取り組む『エコ通勤』の推進」を市内の事業所に展開する。 

 

イ  通勤・職場交通プラン 

事業者等が社会や企業・従業員にとって，より望ましい職場交通のあり方を模

索していくよう，市内の事業所が通勤・職場交通プランを作成するなど主体的・持

続的な取組として継続していけるよう連携する。 

 

ウ  公共交通利用及びパークアンドライドの啓発・促進 

市民等の通勤・通学目的の移動において，ポスターの掲出やリーフレット等を

配布し，公共交通利用とパークアンドライドの広報活動を展開する。 

 

エ  エコドライブの推進 

どうしてもクルマを利用しなければならない場合について，地球温暖化対策の

一環として，燃費消費の少ない自動車の運転方法である「エコドライブ」を通勤・職

場交通プランの中に盛り込むよう情報提供する。 
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（５）観光客を対象としたコミュニケーション施策 

京都への来訪を計画している観光客を対象に，歩くことによって味わえる京都

の魅力を提供することにより，公共交通を利用した来訪を呼びかける。また，クル

マでの来訪者には，交通渋滞から開放するため，市周辺部に開設したパークアン

ドライドを利用し，市内での移動には公共交通の利用を促すコミュニケーション施

策を実施する。 

施策の展開順位としては，ＪＲ名古屋駅や大阪駅，岡山駅等，これまで継続実

施している鉄道駅でのポスター掲示やリーフレット配布から着手し，市内の宿泊施

設各部屋にマイカー観光から公共交通での観光に転換を促す資料を据え置いた

り，高速道路のサービスエリア等における啓発等，観光客を対象とした広域的な

ＭＭへと展開していく。 

このため，「公共交通機関でおこしやす・京都市協議会」の活動や商店街，道

路事業者等の各関係機関と協調・連携しながら，観光ＭＭを実施するとともに，継

続して施策を推進するための場づくりにおいても各関係者と協調・連携して取り組

んでいく。 

 

ア  公共交通利用の啓発・促進 

「公共交通機関でおこしやす・京都市協議会」と連携し，春秋の観光シーズン前

に，近畿地方，中部地方及び山陽地方等の主要駅や高速道路のサービスエリア

等において，ポスターの掲出やリーフレット等を配布し，情報提供の内容にMMの

観点を取り入れ，公共交通を利用した観光の優位性を分かりやすく示すデータ等

を盛り込みながら，公共交通機関を利用した観光誘致を展開する。 

 

イ  宿泊観光ＴＦＰ 

平成21年度から，宿泊客を対象として，京都市内の宿泊施設の協力のもと，各

部屋にマイカー観光から公共交通を利用した観光への転換を促す資料（動機付

け冊子，公共交通情報マップ，ワンショットＴＦＰ）を据え置く。 

 

ウ  広域観光ＭＭ 

観光客の出発地（居住地）において動機付け情報を提供する観点から，近畿地
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方，中部地方及び山陽地方を対象として，旅行代理店との連携や，広報媒体を活

用し，公共交通を利用した観光誘致を展開する。また，公共交通による来訪が難

しく，クルマで来訪する場合は，観光地周辺の交通渋滞に巻き込まれず，快適に

京都観光を楽しみ，京都の魅力を歩くことによって満喫してもらうため，パークアン

ドライドの利用と市内移動における公共交通の利用を推進する。 

 

エ  ウェブサイト構築 

各交通事業者が独自に作成しているウェブサイト上での情報を整理し，京都の

公共交通に関する情報に乏しい観光客に対し，京都市への流入口となる主要タ

ーミナルから観光地までの公共交通の時刻表や路線などの基本情報の集約し，

ウェブサイトで提供する。動機付け情報や，簡単なＴＦＰについてもウェブサイト上

で提供・実施していく。 

 

オ  交通結節点マネジメント 

京都の公共交通に関する情報に乏しい観光客に対し，観光地の最寄り駅や乗

換経路情報，京都の出入口ならびに観光地間を結ぶ交通結節点における適切な

乗換え情報の提供を行うなど，他交通機関への移動の連続性や乗換地点におい

ても移動の楽しみを創出する環境整備等について，交通事業者をはじめとする関

係者が連携して観光客の視点に立って改善していく。 
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５．効果測定 

（１）評価指標の数値目標 

 ① 交通手段分担率 

前章で記載した施策実施によって削減が見込まれるクルマの交通量（移動回

数）を対象となるトリップ数×参加率×削減率を想定して算定した。 

この結果，施策合計で１日あたり26万トリップが見込まれる。これは，京都市にお

けるクルマの交通量の約1割に相当するものである。 

 

 ② ＣＯ２排出削減量 

前章で記載した施策実施によって削減が見込まれるＣＯ２排出量を合計すると，

16.7万t/年となる。これは，運輸部門のCO２排出量の約1割に相当する。 

環境モデル都市行動計画（素案）における2030年と2050年の中・長期的なＣＯ２

排出削減目標と対比すると下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 CO２排出量・削減量の目標 

 

 ③ 費用便益比 

費用便益比（B／C）は，その特性上，1.0（便益が費用）を上回るか下回るかに

大きな意味をもつ指標である。費用便益比が高いほど効果的施策と言えるもので

はあるが，費用便益比の目標値を定めることは適当でない。 

むしろ『「歩くまち・京都」総合交通戦略』を策定（Plan）した後，施策実施・管理

運営（Do），施策実施後の効果測定（Check），施策体系の柔軟な見直し（Action）

という一連の流れ（PDCAサイクル）の中で，施策の実施方法や優先順位を見直す
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際に用いることがふさわしい。 

その際の評価項目としては下記のような項目が想定される。評価にあたっては，

プロジェクトの目的を踏まえ，適切な評価項目を選定し，評価を行うことが必要とな

る。 

 

表-3 ＭＭ実施効果の便益項目 

評価指標 内容 

便

益

（１） 

ΔＢh 
健康増進便益 
（医療費の削減） 

 
ＭＭにより人々が，クルマ利用から適度な身体運動を伴う「徒
歩」へと転換することに伴い，個人の健康が良好になることで社
会保障費等が減少することにより得られる便益 

便

益

（２） 

ΔＢa 
交通事故減少便益 
 

 
ＭＭにより人々のクルマ利用が減少することで，自動車を運転
している間に交通事故に遭遇する確率が減少し，それに伴う経
済的損失額が減少することにより得られる便益 

便

益

（４） 

ΔＢcc 
移動費用の変化（ク
ルマ走行費用削減
便益） 

 
ＭＭによりクルマ利用が減少することで，移動に必要となる費
用が削減されることによる便益である。 

便

益

（５） 

ΔＢt 移動時間削減便益  
ＭＭにより人々の移動に必要となる時間が減少することによる
便益 

便

益

（６） 

ΔＢec 環境改善便益  
ＭＭにより人々のクルマ利用が減少し，公共交通や自転車，徒
歩など環境への負荷がより小さい交通手段へと転換すること
で，排出されるCO2の量が削減することで得られる便益 

資料 『モビリティ・マネジメント施策評価のためのガイドライン』（態度・行動変容小委員会HP内） 

 

上記に示す便益項目以外に，施策実施による間接効果として以下の指標が考

えられる。 

便
益 

ΔＢv まちなか活性化便益  
ＭＭにより人々のまちなかへの来訪回数が増加し，商店街等
が活性化することにより得られる便益 

便
益 

ΔＢl 景観改善便益  
ＭＭにより人々のクルマ利用が減少し，景観が改善することに
より得られる便益 

※上記は間接効果であり，表-3に示す各便益に単純に合計することはできないが，例えば，ま

ちなか活性化便益は入り込み客数や売り上高等のデータに基づき評価することが考えられる。 
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（２）効果測定の分析方法 

ア  施策の特徴による分析方法 

効果測定の対象となる施策が，対象者が少なく集計的評価が困難なPDCAサイ

クルの初期段階におけるモデル的な取組である場合には，抽出したサンプルによ

る効果把握アンケート調査等により分析する。一方，施策の実施対象が母集団に

占める割合が２～３割以上となるような段階では，道路交通量や公共交通利用者

数の集計的評価を行う。 

また，施策実施後の経過期間によって，短期評価・中期的評価・長期的評価と

いった区分が考えられる。大きな予算の施策や今後の取組に大きな影響を及ぼ

す施策については，短期評価を行うことに加えて，季節変動等を考慮した評価の

ために少なくとも１年後を目途にした中長期的評価を行う。 

 

表-4 施策の特徴による分析方法 

ＭＭの段階 
PDCAサイクルの初期段階における 

モデル的取組 
対象が母集団の２～３割
以上を占める段階 

評価方法 効果把握アンケート調査（非集計的評価） 
道路交通量や公共交通
利用者数（集計的評価） 

調査対象者の 
選定による分類 

全数調査 サンプル調査  

留意点 
回収率／参加率の向上
を目指して，簡便な調査
を行うことが必要 

一定の負担を伴うものの
より精度の高い調査を行
うことが得策 

・日別行動記録形式 

・ダイヤリー形式のアンケ

ート調査 

・トリップメーター調査 

・プローブパーソン調査 

評価のための補足データ
を収集 
例）季節変動を考慮するた

めの前年度データの収集 

 

イ  評価指標別の分析方法 

 ① 交通手段分担率 

自動車の移動回数の変化を推測するために，交通量常時観測調査などの日交

通量の変化率を用いることを検討する。観測箇所別によって交通量の変化率が異

なると見込まれるため，手段分担率の各調査年における交通量観測結果との対

応等について分析するものとする。また公共交通の移動回数の変化を推計するた

めには，各交通事業者の有する公共交通の利用者数のデータの変化率を用いる

ことを検討する。 
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MM 等による交通手段転換

交通量配分による 
道路施策あり/なしの日交通量 

高速道路等あり/なしの CO2 排出

量

上下別・車種別 

年間時間帯別交通量 

道路センサス区間別旅行速度 

京都市関連の 

道路交通ＯＤ 

京都市内の 

道路ネットワーク 

日交通量の年変動 

上下別時間変動 

時間帯交通量に対する

QV 式又は BPR 関数

速度別 

CO2 排出原単位 

ガ
ソ
リ
ン
消
費
量
と
の
比
較
分
析
に
基
づ
く
補
正

施策による CO2 排出削減量 

 

評価対象箇所 

の抽出 

踏切対策等 あ り / な し

の CO2 排出量 

時間帯別渋滞長 

の設定 

渋滞区間旅行速度 

渋滞長観測結果もしくは 

容量超過交通量 

渋滞通過時間もしくは 

平均旅行速度 

速度別 

CO2 排出原単位 

走行速度を考慮した道路ネットワークにおけるＣＯ２排出量 ボトルネックにおける渋滞によるＣＯ２排出量 

 ② ＣＯ２排出削減量 

前項の交通手段分担率を推計する際のデータを用いながら，道路種類別・車

線数別・沿道条件別の時間交通量と速度の関係式の変数の分析を実施し，自動

車交通によるＣＯ２の排出量を推計するものとする。 

ＣＯ２の排出削減効果の検討は，①走行速度を考慮した道路ネットワークにお

けるＣＯ２排出量，②ボトルネックによる渋滞におけるＣＯ２排出量，③ガソリン消費

（購買）地と走行地のズレ等の推計誤差の補正の３つの視点から分析・算出するよ

うな検討方法（下図参照）による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-15 ＣＯ２の排出削減量の算定フロー 

 

（３）効果測定の観測・検証 

施策効果の最も基本的な考え方は，当該施策を実施した場合と実施しなかった

場合のそれぞれの評価尺度の差（比）を施策の効果と見なすというものである。 

その際の方法としては「事前事後比較」，「事後対統制群比較」「事後対推定施

策なし比較」の中から適宜選択することが必要であるが，いずれの手法を採用す

るとしても，施策実施以前の時期(事前)と，施策実施後の時期(事後)の双方につ

いてデータ取得を行うとともに，事前データと事後データを用いて適切に比較を行

う。 
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表-5 施策評価方法の特徴 

 評価方法 特徴 

事前事後比較 実施前後の状態を測定し，その

差を，効果と見なす 

時間的安定性が高い指標の場合に

適用可能。 

ただし，変動の強い指標の場合は

適正な評価が難しい。 

事後対統制群比較 実施する群（施策群）と実施しな

い群（統制群）を設け，実施後の

両者の状態を測定し，その両者

の差を効果と見なす。 

施策群と同質の制御群が設定可能

で，かつ十分なサンプルが確保でき

る場合に得策。 

事後対推定施策な

し比較 

実施前後の状態を測定する。一

方で，実施前の値と何らかの外

生データの両者を用いて，施策

なし状態を推定し，それと施策群

の事後値の差を効果と見なす。 

集計データの信頼性に依存する。 

さらに，PDCAサイクルが機能するためには，施策の実施状況及び効果を継続

的に観測・検証するものとする。継続的に観測・検証するデータとしては，交通量

常時観測調査などによる自動車交通量の日交通量の推移のデータや，また各交

通事業者が把握しているデータによる公共交通の利用者数の推移データを用い

る。 
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６．実施体制の検討 
前述の通り策定した計画（Plan）に基づき，以下の実施体制のより，各関係者が

協調・連携して取組を推進するものとする。 

▪ 各種団体，NPO（京のアジェンダ 21 フォーラムや環境市民等），PTA や

人づくり 21 世紀委員会等 

▪ 教育委員会，国土交通省，市内の各事業所等 

▪ 「公共交通機関でおこしやす・京都市協議会」の活動や商店街，道路

事業者等 
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用 語 解 説 

各施策の検討に共通するモビリティ・マネジメント施策の基本的な手法について，

以下に述べる。 

 

○ ＭＭ（モビリティ・マネジメント：Mobility Management) 

渋滞や環境，あるいは個人の健康等の問題に配慮して，過度に自動車に頼る

状態から公共交通や自転車などを「かしこく」使う方向へと自発的に転換すること

を促す，一般の人々や様々な組織・地域を対象としたコミュニケーションを中心と

した持続的な一連の取組。 

【MMの３つの特徴】 

① 自発的な行動変化を期待する 

規制や課金などによって，自動車利用の抑制を強制したり誘導したりするので

はなく，ひとり一人が各人の事情を考慮しつつ，無理の無い範囲で自発的に交通

行動を変えるようになることを期待する。 

② 意識や習慣等の社会的・心理的要素に配慮する 

自発的な行動変化を期待するために，人々の意識や社会的な心理的側面に

配慮する。そして，そのために，社会心理学等の理論を援用する。 

③ 大規模かつ個別的なコミュニケーションを主体とした施策である 

人々の意識や行動の変化を期待するアプローチとして，「コミュニケーション」を

採用する。ただし，MMにおけるコミュニケーションは，「大規模，かつ，個別的」な

ものである点が特徴的である。すなわち，テレビや新聞などマス・コュニケーション

よりも，より個別的で，また，数人を対象とした会話よりもより大規模なのである。 

資料 土木学会，2005.1 

 

○ ＴＦＰ（トラベル・フィードバック・プログラム） 

複数回の個別的なやりとりを通じて，対象者の交通行動の自発的な変容を期待

する施策。 

ＴＦＰプログラム形態の代表的なものとして，フルセットＴＦＰ，簡易ＴＦＰ，ワン  

ショットＴＦＰの３つがある。フルセットＴＦＰが最も大きな効果が期待できるが費用も

多く必要である。 
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【第１ステップ：事前調査】 

フルセットＴＦＰと簡易ＴＦＰで実施し，ワンショットＴＦＰでは実施しないステップ。 

ＴＦＰへの参加依頼を行うとともに，参加者に適切な個別的な情報提供やアド 

ヴァイスを行うために普段の交通行動などの基礎的データを取得する。 

【第２ステップ：コミュニケーション・アンケート】 

いずれのＴＦＰでも実施するステップ。 

対象者に行動変容を働きかけるステップ。動機付け冊子により対象者に過度な

クルマ利用からの行動変容のきっかけを与える情報を提供するとともに，公共交通

機関等を利用するための個別的な情報やアドヴァイスを提供し，さらには行動プラ

ン表などを用いて，具体的な行動について検討してもらう。 

【第3ステップ：事後調査】 

事前調査で用いた調査項目のうち，ＴＦＰの効果を計測するためのデータを取

得するステップ。フルセットＴＦＰのみ実施するステップであるが，簡易ＴＦＰやワン

ショットＴＦＰでも効果計測のために実施する場合もある。 

【第4ステップ：フィードバック】 

事前調査と事後調査を比較し，どれだけ行動が変容したかの情報を提供するこ

とにより，今後の継続的な実施と，さらなる行動変容の動機付けを行う。フルセット

ＴＦＰのみ実施するステップ。 
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○ ウェブサイト 

1冊の本のように、ひとまとまりに公開されているWebページ群。また、そのWeb

ページ群が置いてあるインターネット上での場所。Webサイト内のページはリンクで

連結され、互いに行き来できるようになっている。 

 

○ パーソントリップ調査 

「いつ」「どこから」「どこまで」「どのような人が」「どのような目的で」「どのような交

通手段を利用して」動いたのかについて調査し，人の1日のすべての動きをとらえ

るものである。調査結果は，望ましい交通計画を検討するための基礎的なデータ

として活用される。 

 

○ トリップ 

人がある目的をもってある地点からある地点へ移動する単位をトリップという。 

トリップは，移動の目的が変わるごとに1つのトリップと数える。 

例えば，朝，自宅を出て会社に到着し，夕方に会社を出て自宅に帰った場合

は，出勤1トリップ，帰宅1トリップの合計2トリップになる。 

 

○ トリップエンド 

1人1人の移動を「トリップ」というのに対し，1つのトリップの出発側と到着側をそ

れぞれ「トリップエンド」という。 

 

○ トリップ目的 

トリップの目的は大きく「出勤」「登校」「自由」「業務」「帰宅」に分けられる。このう

ち，自由は買い物，食事，レクリエーションなど，生活関連のトリップである。また，

業務は販売，配達，会議，作業，農作業など，仕事上のトリップである。  

 

○ 代表交通手段 

移動の際に利用する交通手段としては，鉄道，バス，自動車，二輪（自転車，原

付・自動二輪車），徒歩，その他（飛行機や船など）がある。 

１つのトリップの中でいくつかの交通手段を用いている場合，そのトリップの中で

利用した主な交通手段を代表交通手段とする。代表交通手段は，鉄道→バス→

自動車→二輪（自転車，原付・自動二輪車）→徒歩の順で，最も優先順位の高い

ものとする。下の例では鉄道が代表交通手段となる。 
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○ 日別行動記録形式 

特定の調査期間の各日において対象者が行った移動について，利用した移動

手段別にその移動回数や移動時間の合計値を記録する。特定の調査期間を通じ

て対象者が行った移動について利用した移動手段別にその移動回数を把握する

と共に，平均的な移動時間について記録を行う形式である。 

 

○ ダイヤリー形式 

特定の調査期間の各日において対象者が行った全てのトリップについて，移動

の目的，出発地や目的地，出発・到着時刻，利用した移動手段(複数の移動手段

を乗り継いで使用する場合は乗り継ぎの際の情報も)等について，調査票へ詳細

に記録を行う形式である。 

 

○ トリップメーター調査 

トリップメーター記録調査とは，特定の調査期間中に世帯が保有する自動車が

延べ何km 走行したかを把握するために，調査開始日と終了日における各車両の

トリップメーターが示す数値を記録する形式である。 

 

○ プローブパーソン調査 

調査用アプリケーションを搭載したGPS 携帯電話を用いて，特定の調査期間の

各日において対象者が行った全ての移動(トリップ)について「出発」「移動手段変

更」「到着」等の入力を行うとともに，自動的に取得されるGPS測位データから移動

経路情報を用いることにより，対象者の移動について記録する調査である。 

 

○ パークアンドライド 

マイカーの市街地への乗り入れを抑制し，都市の慢性的な交通渋滞を緩和す

ることを目的として，自宅から乗ってきた車を，途中で駅周辺の駐車場に停めても

らい，バスや電車などの公共交通機関への乗り継ぎを促す制度。 
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【コミュニケーションツール例】 

○ マップ（公共交通情報・目的地情報） 

正縮尺の地図上に公共交通の駅やバス路線・バス停の位置，時刻表など公共

交通を利用するために必要な情報を掲載した，勤め先，公共施設や商業施設な

ど公共交通を利用してでかける目的地の情報を掲載したマップ。 

ターゲットとする実施対象によって「おでかけマップ」「通勤マップ」といった目的

が分かりやすい名称をつける。 

公共交通の情報については，京都市全域を対象としたベースマップを作成し，

実施地域・目的に応じて図郭（地図の範囲）を検討しながら切り出して編集・加工

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップを開催し地域住民と協働で作成した右京区南太秦 お出かけマップ 

 

○ 動機付け情報 

クルマと環境問題やクルマと健康，クルマの維持費，クルマと交通事故，伝統を

大切にする京都に相応しい交通行動といった「かしこいクルマの使い方」を考える

際のヒントとなる情報を提供する。 

冊子形式に編纂した動機付け情報に，コミュニケーション・アンケートを回答しな

がら触れることにより情報の浸透を図る。 
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○副読本 

小学生（4・5年生用）に配布されている地球温暖化をはじめとした環境問題を一

冊にまとめた「環境副読本」や，中学生に配布されている「環境副読本」を活用し

てモビリティ・マネジメント教育に関する情報提供を実施する。 

 

○「成人の日記念式典」案内状 

「京都市成人の日記念式典」については事前申込制で実施しているため，毎年

１０月頃に，新成人を対象に申込方法等を記載した案内冊子を郵送している。（平

成２０年度は，１５，５５２名の新成人に送付。）内容は，申込方法の他，市政紹介

や読み物記事など。現在は式典会場への来場手段として，自動車の利用抑制及

び公共交通の利用促進について記載されている。 

 平成２１年度は，さらに自動車の利用抑制及び公共交通の利用促進を動機付け

する内容を盛り込み，「かしこいクルマの使い方」を呼びかける。 

 

 


